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≪募集の概要≫ 

  「ビューさわた」は、地域住民の健康増進、心身の保養及び憩いの場を提供し、若者から高

齢者までが一体となったコミュニティづくりを図るため、平成１５年３月に佐渡クリーンセン

ター（以下「佐渡ＣＣ」という。）の余熱を取り入れた施設として建設されました。 

「ビューさわた」は、多くの市民に親しまれ利用されてきた施設であり、今後とも、地域コ

ミュニティや健康増進など市民の福祉の向上に資するものとして存続させるため、施設を民間

事業者の方に無償譲渡し、施設運営していただくこととしました。 

なお、譲渡にあたって、佐渡市からの支援策として、予算の範囲内で補助金の交付を予定し

ています。（補助予算は議会の承認により予算が成立することが条件です） 
  つきましては、この主旨を理解し、民間事業経営のノウハウや発想を活かした施設運営を実

現する者を、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定すべく、

以下の要項のとおり募集するものです。 

 

１ 譲渡する物件 

（１）建物に関すること 

  次の「ビューさわた」に係る建物及び附帯設備一式を無償で譲渡します。 

物件名 構造内容等 面積 

入浴施設 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 409.15 ㎡ 

 ※1 佐渡クリーンセンター内の温度制御装置及び佐渡クリーンセンター入口から当該譲渡 

物件までの配管は故障しているため譲渡しません。 

※2 隣接する佐和田大佐渡活性化センター（温室含む）及び中原農村公園は譲渡物件には 

含みません。 

 

（２）土地に関すること 

次の「ビューさわた」に係る土地を無償で貸与します。 

所在地 地目 地積 備考 

中原 237-1 山林 3,076.00 ㎡  

 

 

（３）備品等に関すること 

譲渡物件で現在管理している物品（備品及び消耗品等をいう。）については、すべて無償で

譲渡します。 

 

２ 譲渡の条件 

（１）財産に関すること 
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① 譲渡する建物は現状有姿で譲渡するものとし、契約不適合責任については、市は一切の

責任を負いません。  

  ② 事業実施のうえで必要となる修繕・改修等工事は、譲受者の責任で行うこととします。

ただし、施設運営上支障がある修繕については、仮契約以降に協議する。 

  ③ 譲渡する建物は、引渡し後、速やかに所有権移転登記を行うものとします。なお、譲渡

契約書及び貸付契約書（市保管のもの各 1 部）に貼付する収入印紙関係及び所有権移転

登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行にかかる費用の一切は譲受先事業者の

負担とします。 

  ④ 譲受者は、譲渡する建物を令和１１年３月までの間、第三者へ譲渡又は貸付けすること

はできません。ただし、合理的な理由により、第三者へ譲渡又は貸付けする必要が生じ、

市の承認を得た場合はその限りではありません。 

⑤ 土地の無償貸付期間は令和１１年３月までとします。ただし、期間満了後に契約更新す

ることを妨げるものではありません。 

⑥ 譲受者が土地の形状の変更及び土地上への新たな施設等の建設又は設置を行う場合は、

あらかじめ佐渡市と協議し、決定するものとします。 

⑦ 引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由と

して履行の追完の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。 

 

（2）施設の運営に関すること 

① 譲渡物件は、その全部又は一部において、令和１１年３月までは佐渡市民その他一般

の利用に供する入浴施設を活用した事業（以下「入浴事業」という。）を行わなければな

りません。併せて他の事業を実施することには差し支えありません。 

② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第１

３項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する業の用に供することはできませ

ん。 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の事

務所の用に供することはできません。 

④ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条に規定する観察処分の決

定を受けた団体の事務所の用に供することはできません。 

⑤ 宗教等の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする使用は

できません。 

⑥ 前記①～⑤のほか、公序良俗に反する用に供することはできません。 

 

（３）施設の特記事項 
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  ① ビューさわたは、浴槽及び給湯用のお湯を温めるため「灯油ボイラー」と「佐渡ＣＣの

ゴミ焼却時の排ガス熱を利用し、温水発生器により発生した温水の熱（余熱利用）」を利

用している余熱利用施設として建設されましたが、熱源供給設備の故障により、現在は「灯

油ボイラー」のみ使用しております。また、温泉施設ではありません。 

  ② 隣接する「佐和田大佐渡交流活性化センター」及び施設の「駐車場」については、譲渡

施設には含みませんが譲渡決定者と別途、管理委託契約を結ぶ予定です。（入浴施設の来

場者駐車場、休憩室として利用できる見込みです） 

  ③ 入浴事業が継続できなかった場合の返還を可能とします。最終的な施設全体の解体費用

は佐渡市が責任を持ちます。 

 

（４）市の補助金交付に関すること 

① 譲受者に対し、ビューさわたを継続的に運営するために必要となる経費の一部を最大３

年間補助金として交付する予定です。 

② 補助金の対象経費は、以下の経費とします。 

    ア 譲渡する建物（附属設備・備品含む）の改修・改築・整備・解体・修繕等 

    イ 運営費の一部 

③ 補助金額は市議会の議決をもって決定しますが、補助率は対象経費の10分の10とし、
１年目は１０，０００，０００円、２・３年目は７，５００，０００円を上限とします。  
詳細は協議の上決定するものとします。 

 

３．議会の議決 

 譲渡物件については、現在、佐渡市の公の施設として運営しているものです。当該譲渡物

件の引渡しは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第６号の規定により、

佐渡市議会の議決が必要なため、仮契約締結後、直近の議会に上程し、議決により本契約と

なります。 

この場合において、当該佐渡市議会の議決が得られないときは、この要項による譲受者と

しての決定が無効となり譲渡できないこととなります点、あらかじめご承知ください。 

 

４．プロポーザルの実施 

（１）プロポーザルの参加資格 

プロポーザルに参加することができる者の資格は、次のいずれにも該当する者で、この要項

に定める参加申込の審査を経てプロポーザルへの参加を認められた者とします。 

① 法人格を有する団体で、後述するプレゼンテーションの期日に存在している者 

② 入浴事業に必要な資格並びに選定事業者が実施する事業に関し許可、認可等を必要とす

る場合において、許可、認可等を受けている者 

③ 地方自治法施行令第 167 条の４第１項に該当しない者 

④ 佐渡市もしくは法人所在地の法人税等について消費税及び地方消費税のいずれかにつ

いて未納がない者 
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⑤ 次のアからクまでのいずれにも該当しない者 

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者 

イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者 

ウ 暴力団員であると認められる者 

エ 暴力団若しくは暴力団に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しく

は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められる

者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

カ 当該法人の役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、

自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者 

キ 当該法人の役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者がある者 

ク 佐渡市もしくは所在地において、地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいず

れかに該当すると認められ、一般競争入札に参加させないとする期間が満了していな

い者 

 

（２）プロポーザルの参加申込と参加承認通知 

① 申込期間 

令和７年６月 17 日（火）から令和７年 6 月 30 日（月）まで（土日及び祝日を除く） 

午前８時 30 分から午後５時まで 

② 受付場所 

佐渡市役所市民生活部健康医療対策課健康増進係（支所・サービスセンターでは受け付け

ません。） 

③ 申込方法 

以下の関係書類を上記受付場所まで持参又は郵送等により提出してください。 

郵送等で申込みされる場合は、簡易書留郵便等の配達記録の残る方法で送付してください。 

なお、申込み手続きは必ず申込期間内に済ませてください。（電話又はＦＡＸ不可） 

④ 提出書類 

ア 公募型プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

イ 現在事項全部証明書 

ウ 入浴事業に必要な資格を証する書類 

エ 定款又は寄付行為の写し 

オ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

カ 直近３事業年度の収支（損益）計算書、貸借対照表、財産目録又はこれらに相当する 

書類 

キ 現事業年度もしくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類 

 

（３）参加承認通知 

プロポーザル参加に係る資格審査を経て、参加承認または不承認の通知をします。 

通知日：令和７年７月４日（金） 電子メール又はＦＡＸにて通知します。 

※参加承認の通知に併せて後述するプレゼンテーションの詳細（時間等）を通知します。 
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５．現地確認および質問回答 

（１）現地確認 

現地の確認のための立入りは随時対応します。事前に日時の連絡をすることにより、現地に

担当者が立ち会います。 

 

（２）質問・回答 

質問  令和７年６月 17 日（火）から 6 月 23 日（月）午後 5 時まで 

    別紙様式により電子メール又はＦＡＸしてください。（電話不可） 

回答  適宜、佐渡市ホームページにて回答します。 

    最終回答期日：6 月 26 日（木） 

 

 

６．プレゼンテーションの実施 

プロポーザルによる選定にあたり、プレゼンテーションを実施します。 

（１）提出書類（事業提案書類） 

事業運営計画書（様式第 2 号） 

収支計画書（様式第 3 号） 

 

（２）提出期限及び部数 

令和７年７月９日（水） 午後５時まで 

佐渡市役所市民生活部健康医療対策課健康増進係に 8 部を持参してください。 

 

（３）プレゼンテーション 

令和７年７月１４日（月） 佐渡市役所２階大会議室 

※予定であり、詳細な日時等は参加承認通知に併せて通知します。 

 

（４）審査項目及び審査方針 

審査は、事業運営計画書等の内容及びそのプレゼンテーションによる内容を基に次に掲げる

審議項目に基づき総合的に評価します。 

① 公共的な役割の理解及び施設を運営するにあたっての意欲が見られるか。 

② 管理運営にふさわしい団体の理念・経営方針を持っているか。 

③ 施設を維持・管理する上で、将来に対する問題点及び課題の把握とそれに対する考え方

が適当か。 

④ 施設を有効活用した事業が提案されているか。 

⑤ サービス向上の提案として、地域や他施設との連携や方策等が適当か。 

⑥ 職員の雇用に関する考え方と配置に関する考え方が適当か。 

⑦ 安全管理についての基本方針が適当であり、また緊急時の対応が計画されているか。 

⑧ 個人情報の保護と情報公開の処置が計画されているか。 

⑨ 施設の長期維持管理及び安全確保に関する考え方が適当か。 
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⑩ 収支計画が適正に見込まれているか。 

 

（５）選定結果の通知及び契約の締結 

① 選定結果の通知：令和７年７月 18 日（金） ※予定です。 

② 審査の結果、選定事業者と決定された者は、結果の通知を受けた日から 7 日以内に仮

契約より契約を締結し、仮契約は、当該財産の無償譲渡に係る議案の佐渡市議会の議決が

あったとき、本契約としての効力が発生するものとします。 

③ 契約者が期間内に契約を締結しない場合は、その権利は無効となります。 

 

 

 

 

 

 

担当部署 佐渡市市民生活部健康医療対策課 

健康増進係 

電  話 0259‐63‐3115 

Ｆ Ａ Ｘ 0259‐63‐5126 

電子ﾒｰﾙ h-hoken@city.sado.niigata.jp 
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別 紙 

佐渡市 市民生活部健康医療対策課 健康増進係 行 

         ＦＡＸ ：０２５９‐６３‐５１２６ 

         E-mail ：h-hoken@city.sado.niigata.jp 

ビューさわたの公募に係る質問票 

法人・団体名  

担当者名  

電話番号 

FAX 番号 
 

E-mail  

 

※ 質問項目１件ごとに整理し記入してください。 

質問項目 内容 

  

  

  

  

  

 


